
(2)  工事場所 宮古市栄町3番35号

2   予定価格 603,500,000 円（税抜き）

様式第１号

条件付一般競争入札公告

令和7年4月8日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮古市長　山本正德

1   工事概要

(1)  工事名 旧キャトル店舗解体工事

(3)  工事内容

【解体工事】
本棟解体：鉄骨造５階建　延床面積A=10,572.36㎡
増築通路解体：鉄骨造２階建　延床面積A=231.93㎡
その他工作物・付属棟解体 N=１式

【工事概要】
建築解体工事
直接仮設 N=1式
山留（鋼矢板、打込・引抜重機損料及び運搬）N=1式
土工（埋戻し・敷き均し）V=4,823㎥
本棟解体（コンクリート取壊し V=2,307㎥、鉄骨取壊し W=951.4ｔ、屋根取壊し A=2,205㎡、屋上フェンス
取壊し L=431ｍ、外壁取壊し A=3,928㎡、エレベータ・エスカレーター取壊し W=114ｔ、建具・家具取壊し
N=1式）
増築棟解体（鉄骨取壊し W=43.4ｔ、内外装材取壊し N=1式、建具・家具取壊し N=1式、たて樋撤去 L=166
ｍ）
プロパン棟解体（コンクリート取壊し V=18.32㎥、開口部取壊し N=１式）
各棟アスベスト除去（煙突アスベスト、外壁仕上げ材及びエレベータ回りほか）N=1式
外構工事（搬入路支障構造物一時撤去及び復旧）N=1式
電気設備解体工事
発生材運搬処理費 N=1式
機械設備解体工事(機器搬出、油送管撤去、冷温水管撤去、冷媒管撤去、配水管撤去)N=1式

(4)   工事期間 360日間 (連休等を含む）

　令和5・6年度市営建設工事競争入札参加資格者名簿の土木工事または建築工事に市内業者として登録されている者で、下記の条件を
全て満たす者。

　（土木工事）：次のaからcの全てに該当する者
　　　a  令和5・6年度市営建設工事競争入札参加資格者名簿の土木工事に市内業者（格付Ａ）として登録されている者。
　　　b  土木工事業に関する特定建設業の許可を有する者であること。
　　　c 次に掲げる基準を満たす者を主任技術者または監理技術者として当該工事に専任で配置できること。
　　　　　・一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
　　　　　・監理技術者を配置する場合にあっては、土木工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する
           者であること。

　（建築工事）：次のdからfの全てに該当する者
　　　d 令和5・6年度市営建設工事競争入札参加資格者名簿の建築工事に市内業者（格付Ａ）として登録されている者。
　　　e 建築工事業に関する特定建設業の許可を有する者であること。
　　　f 次に掲げる基準を満たす者を主任技術者または監理技術者として当該工事に専任で配置できること。
　　　　　・一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する者であること。
　　　　　・監理技術者を配置する場合にあっては、建築工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する
           者であること。

3   最低制限価格 設定あり

4   入札保証金 免除

５ 契約保証金　 1/10

6   入札参加条件

（市営建設工事の請負契約に係る最低制限価格事務処理要領による。）



　 (5)   入札関係書類の入手方法

から まで

から

から

9　設計図書等の縦覧期間

ウ　縦覧確認書の写し

(3)   提出方法 一般書留又は簡易書留による郵送とする。

(4)   宛て先 「〒027-8799 宮古郵便局留　宮古市役所総務部契約管財課行」とする。

総務部契約管財課のホームページよりダウンロードすること。(http://www.city.miyako.iwate.jp/)

(2)   入札書類 ア　入札書（様式第4号）

イ　工事費内訳書（様式第5号）

7   入　　　　札

(1)   入札書類の到着期限 令和7年4月28日(月) (宮古郵便局必着)

8　設計図書等の縦覧方法

 　(1)  縦覧方法　　貸出場所において設計図書等縦覧（貸出）申請書を提出し、PDF形式で縦覧用設計図書等が記録され

　　　          　　たＣＤの貸し出しを受けて縦覧すること。

　　　　　　　　    あわせて市の確認印（収受印）を押印した縦覧確認書を受領すること。

 　(2)  縦覧費用　　無償

　 (3)  貸出場所　　宮古市役所 総務部 契約管財課

   (4)  その他　　　紙による設計図書等の縦覧が必要な場合はその旨申し出ること。その場合は、貸出日時を指定する

　　　　　   　　　 場合がある。

   (2) 貸出の時間　 貸出当日のうち、４時間以内に返却すること。

令和7年4月8日(火) 令和7年4月25日(金)

 　(1) 貸出の期間　 次の期間の、毎日午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで。

　　　　　　　   　 （ただし土曜日、日曜日、祝日、年末年始の市役所の閉庁日を除く。）

午後1時30分 から

10  設計図書等に対する質問及び回答

(1)  質問方法及び宛先 Ｅメールで総務部契約管財課宛申し出ること。(E-mail: keiyaku @city.miyako.iwate.jp)

(2)  申し出期間 令和7年4月9日(水) 令和7年4月21日(月) 午後３時まで

(3)  回答内容と方法 質問及び質問に対する回答を総務部契約管財課のホームページに掲載する。

(4)  回答掲載期間 令和7年4月23日(水) 令和7年4月28日(月) まで

11  開　　札

(1)  日　　　時 令和7年4月30日(水)
(2)  場　　　所 宮古市役所 ３階 入札室

(3)  立　会　人 入札参加者で立会いを希望する者（参加業者当り１名）

(4)  落札候補者 　有効な入札を行なった者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の
価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札候補者として指定する。

12  入札参加資格の確認

(1)　提出期限 令和7年5月2日(金)

落札候補者は、入札参加資格確認書類を次のとおり提出するものとする。

(2)　提出書類

ア　条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第2号－2）

イ　最新の経営事項審査結果通知書の写し

ウ　その他入札参加条件を証明する書類

(3)　提出方法 総務部契約管財課へ持参するものとする。

(4)　確認結果の通知 原則として、(1)の提出期限から起算して３日以内に落札候補者へ通知する。

http://www.city.miyako.iwate.jp/


総務部契約管財課 〕

〕

〔電話 0193-68-9070

(9)　この公告に係る契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定に基づき、当該契約を締結する
　ことに係る議案を宮古市議会に諮るものである。

(4)　入札は７(2)に掲げる書類を全て同時に提出すること。いずれか一つでも同時に提出されない場合、及び提出された書類
　に不備がある場合は、当該入札は無効となること。

13 その他

(5)　落札候補者は、12(2)に掲げる書類のほか、６の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。

(6)　落札候補者が６の入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく
　不健全であると認められる場合等にあっては、入札参加資格を認めないことがある。

(2)  設計に関する事項

(10)　この公告に係る契約は、地方自治法第214条の規定に基づく債務負担行為としているものである。
　　  当該債務負担行為に係る請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、別紙「債務負担行為に係る契約の特則」
    で定めた上で、市営建設工事請負契約書に綴るものとする。

(7)　入札参加資格がないと認められた落札候補者は、当該通知のあった日から 令和7年5月7日

都市整備部建築住宅課 〔電話 0193-68-9110

　　までの間、書面（様式任意）によりその理由の説明を求めることができる。

(8)　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に
　基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者（市長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）は、
　入札に参加できない。

14  照会先

(1)  一般的事項

(1)  入札参加者は、条件付一般競争入札説明書及び条件付一般競争入札心得を遵守しなければならない。

(2)  入札において、重大な瑕疵があった場合には、市営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止の措置を
　講ずるとともに、違約金を徴収することがある。

(3)　条件付一般競争入札心得「３ 入札の無効」に該当する入札は、無効とする。


